
保有者を早期に発見し、調理業務からの離脱や消毒等の対策を講じることで、集団感染

を予防できる。大量調理施設衛生管理マニュアルでは、学校給食従事者は臨時職員も含め、

必要に応じ１０月から３月にはノロウイルスの検査を含めることとしている。実際に、本

県においても、高感度の検便検査による無症状病原体保有者が数多く確認されていること

から、原則１０月から３月には月１回のノロウイルス検査を含める。

ｶ 検便検査で陽性の結果が出た場合は、次の対応をする。

ａ 細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症等三類感染症の場合は、感染症の患者及び無

症状病原体保有者がその病原体を保有しなくなるまでの期間、飲食物に直接触れる業

務について就業制限がある。

ｂ サルモネラ属菌陽性の場合は、ａに準じた扱いとする。

ｃ 学校給食衛生管理基準の別紙３の別添第６票を作成し保存する。

ｷ ノロウイルスの高感度の検便検査で陽性の結果が出た場合は、次の対応をする。

ａ ノロウイルスを原因とする感染性疾患による症状と診断された学校給食従事者は、高感

度の検便検査結果においてノロウイルスを保有していないことが確認されるまでの間、学

校給食施設区分の作業区域内への立ち入りを控えさせ、他の学校給食従事者と一緒に食事

を喫食する、トイレを共用するなど同一の感染機会をもたないよう適切な措置をとる。

ｂ ノロウイルスにより発症した学校給食従事者と一緒に食事を喫食する又はノロウイ

ルスによる発症者が同居人にいるなど、同一の感染機会があった可能性がある学校給食

従事者について速やかに高感度の検便検査を実施し、検査の結果ノロウイルスを保有し

ていないことが確認されるまでの間、調理に直接従事することを控えさせる等の手段を

講じるよう努める。

ｃ 高感度の検便検査結果が陽性であった場合も、学校給食衛生管理基準の別紙３の別添

第６票を作成し保存する。

ウ 健康診断の実施

健康診断は、日常的な健康状態の点検を行うとともに、年１回行う。これを含め年３回定

期に健康状態を把握することが望ましい。

⑵  衛生管理

ア 身支度・服装

ｱ 専用の清潔な調理衣、エプロン、マスク、帽子、履物等を着用する。

ｲ 作業区域用の調理衣等及び履物を着用したままトイレに入らない。

ｳ 毛髪は帽子からはみ出さないようにする。

ｴ 爪は短く切り、マニキュアや香水はつけない。

ｵ 調理場内では指輪、ネックレス、イヤリング、ヘアピン、時計等は必ず外す。

ｶ ポケットの中には何も入れない。

ｷ 調理作業中、顔や毛髪等にむやみに触れない。触れたら必ず手を洗う。

イ 手洗い

学校給食調理場における手洗いマニュアルを参考にし、次の区分により流水・石け

ん液を用いて、必ず手指の洗浄・消毒を行う。

学校給食調理場における手洗いマニュアル ５

～

学校給食調理従事者研修マニュアル ～

４ 学校給食従事者

学校給食の調理や配食等を行う者の他に、食品の配送及び配膳に携わる者についても、食品や

食器具等を汚染する可能性がある作業に従事する場合は、毎日の健康調査、月２回以上の検便検

査、定期的な健康診断を必ず実施し、十分な注意をする。

大量調理施設衛生管理マニュアルでは、食中毒が発生した時の原因究明を確実に行うため、原

則として、学校給食従事者は当該施設で調理された食品を喫食しないとされている。ただし、原

因究明の処置が講じられている場合はこの限りではない。また、学校給食衛生管理基準では、学

校給食従事者が、施設内で調理された給食を喫食することは、自ら調理した給食を幼児児童生徒

とともに食べることによって、学校給食従事者としての責任を自覚し、給食内容の向上改善に資

するものであることから、健康調査及び検便検査の措置を講じた上で、当該施設内で喫食しても

差し支えないとされている。

⑴ 健康管理

ア 毎日の健康調査

ｱ 健康状態を毎日（休日、長期休業日も含む。）個人ごとに記録する。

ｲ 健康状態に異常がある場合は、衛生管理責任者等に速やかに報告する。なお、感染性胃

腸炎の疑いがある場合は、出勤せずに報告をするとともに、医療機関を受診する。加えて、

下痢、嘔吐を発症している場合は、医療機関の受診と併せて、高感度の検便検査（リアル

タイムＰＣＲ法、ＲＴ－ＰＣＲ法等。以下「高感度の検便検査」という。）を積極的に実

施するよう努める。校長等は、報告を受け適切な対応をとる（１０７ページ参照）。

ｳ 健康状態については、次の事項を確認する。

ａ 下痢をしていない。

ｂ 発熱、腹痛、嘔吐をしていない。

ｃ 本人や同居人（一緒に食事を喫食するなど同一の感染機会がある者。以下「同居人」

という。）に感染症又はその疑いはない。

ｄ 感染症又はその疑いがある場合は医療機関を受診している。

ｅ 手指・顔面に化膿性疾患及び外傷等がない。

イ 検便検査の実施

ｱ 定期の検便検査は、長期休業中も含め毎月２回以上実施する。

ｲ 定期の検便検査は、赤痢菌、サルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌血清型Ｏ１５７その他

必要な細菌等について実施する。

ｳ 学校給食従事者及び同居人が赤痢、コレラ等の常在国（外務省海外安全ホームページの

感染症危険情報に該当する地域）に渡航した場合は、それらに感染する危険性があるため、

帰国後は検便検査を実施する。検便検査の際には、渡航した国名を伝える。

ｴ 食品の配送及び配膳に携わる場合は、食品や食器具等を汚染する可能性があるため検便

検査を行う。

ｵ 地域の感染症に関する情報等を常に収集し、現在の流行状況を知り、それらの病原体の

検査を積極的に行う。ノロウイルスは、感染力が高いウイルスであり、特に学校給食では、

ノロウイルスの無症状病原体保有者による感染拡大が懸念される。検便によって病原体
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度の検便検査結果においてノロウイルスを保有していないことが確認されるまでの間、学
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期に健康状態を把握することが望ましい。

⑵  衛生管理
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ｶ ポケットの中には何も入れない。

ｷ 調理作業中、顔や毛髪等にむやみに触れない。触れたら必ず手を洗う。

イ 手洗い

学校給食調理場における手洗いマニュアルを参考にし、次の区分により流水・石け

ん液を用いて、必ず手指の洗浄・消毒を行う。
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学校給食の調理や配食等を行う者の他に、食品の配送及び配膳に携わる者についても、食品や

食器具等を汚染する可能性がある作業に従事する場合は、毎日の健康調査、月２回以上の検便検

査、定期的な健康診断を必ず実施し、十分な注意をする。

大量調理施設衛生管理マニュアルでは、食中毒が発生した時の原因究明を確実に行うため、原

則として、学校給食従事者は当該施設で調理された食品を喫食しないとされている。ただし、原

因究明の処置が講じられている場合はこの限りではない。また、学校給食衛生管理基準では、学

校給食従事者が、施設内で調理された給食を喫食することは、自ら調理した給食を幼児児童生徒

とともに食べることによって、学校給食従事者としての責任を自覚し、給食内容の向上改善に資

するものであることから、健康調査及び検便検査の措置を講じた上で、当該施設内で喫食しても

差し支えないとされている。
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ｱ 健康状態を毎日（休日、長期休業日も含む。）個人ごとに記録する。

ｲ 健康状態に異常がある場合は、衛生管理責任者等に速やかに報告する。なお、感染性胃

腸炎の疑いがある場合は、出勤せずに報告をするとともに、医療機関を受診する。加えて、

下痢、嘔吐を発症している場合は、医療機関の受診と併せて、高感度の検便検査（リアル
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ｃ 本人や同居人（一緒に食事を喫食するなど同一の感染機会がある者。以下「同居人」

という。）に感染症又はその疑いはない。
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ｅ 手指・顔面に化膿性疾患及び外傷等がない。

イ 検便検査の実施

ｱ 定期の検便検査は、長期休業中も含め毎月２回以上実施する。

ｲ 定期の検便検査は、赤痢菌、サルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌血清型Ｏ１５７その他

必要な細菌等について実施する。

ｳ 学校給食従事者及び同居人が赤痢、コレラ等の常在国（外務省海外安全ホームページの

感染症危険情報に該当する地域）に渡航した場合は、それらに感染する危険性があるため、
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保有者を早期に発見し、調理業務からの離脱や消毒等の対策を講じることで、集団感染

を予防できる。大量調理施設衛生管理マニュアルでは、学校給食従事者は臨時職員も含め、

必要に応じ１０月から３月にはノロウイルスの検査を含めることとしている。実際に、本

県においても、高感度の検便検査による無症状病原体保有者が数多く確認されていること

から、原則１０月から３月には月１回のノロウイルス検査を含める。

ｶ 検便検査で陽性の結果が出た場合は、次の対応をする。

ａ 細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症等三類感染症の場合は、感染症の患者及び無

症状病原体保有者がその病原体を保有しなくなるまでの期間、飲食物に直接触れる業

務について就業制限がある。

ｂ サルモネラ属菌陽性の場合は、ａに準じた扱いとする。

ｃ 学校給食衛生管理基準の別紙３の別添第６票を作成し保存する。

ｷ ノロウイルスの高感度の検便検査で陽性の結果が出た場合は、次の対応をする。

ａ ノロウイルスを原因とする感染性疾患による症状と診断された学校給食従事者は、高感

度の検便検査結果においてノロウイルスを保有していないことが確認されるまでの間、学

校給食施設区分の作業区域内への立ち入りを控えさせ、他の学校給食従事者と一緒に食事

を喫食する、トイレを共用するなど同一の感染機会をもたないよう適切な措置をとる。

ｂ ノロウイルスにより発症した学校給食従事者と一緒に食事を喫食する又はノロウイ
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ていないことが確認されるまでの間、調理に直接従事することを控えさせる等の手段を

講じるよう努める。

ｃ 高感度の検便検査結果が陽性であった場合も、学校給食衛生管理基準の別紙３の別添

第６票を作成し保存する。

ウ 健康診断の実施

健康診断は、日常的な健康状態の点検を行うとともに、年１回行う。これを含め年３回定

期に健康状態を把握することが望ましい。

⑵  衛生管理

ア 身支度・服装

ｱ 専用の清潔な調理衣、エプロン、マスク、帽子、履物等を着用する。

ｲ 作業区域用の調理衣等及び履物を着用したままトイレに入らない。

ｳ 毛髪は帽子からはみ出さないようにする。

ｴ 爪は短く切り、マニキュアや香水はつけない。

ｵ 調理場内では指輪、ネックレス、イヤリング、ヘアピン、時計等は必ず外す。

ｶ ポケットの中には何も入れない。

ｷ 調理作業中、顔や毛髪等にむやみに触れない。触れたら必ず手を洗う。

イ 手洗い

学校給食調理場における手洗いマニュアルを参考にし、次の区分により流水・石け

ん液を用いて、必ず手指の洗浄・消毒を行う。

学校給食調理場における手洗いマニュアル ５

～

学校給食調理従事者研修マニュアル ～

４ 学校給食従事者

学校給食の調理や配食等を行う者の他に、食品の配送及び配膳に携わる者についても、食品や

食器具等を汚染する可能性がある作業に従事する場合は、毎日の健康調査、月２回以上の検便検

査、定期的な健康診断を必ず実施し、十分な注意をする。

大量調理施設衛生管理マニュアルでは、食中毒が発生した時の原因究明を確実に行うため、原

則として、学校給食従事者は当該施設で調理された食品を喫食しないとされている。ただし、原

因究明の処置が講じられている場合はこの限りではない。また、学校給食衛生管理基準では、学

校給食従事者が、施設内で調理された給食を喫食することは、自ら調理した給食を幼児児童生徒

とともに食べることによって、学校給食従事者としての責任を自覚し、給食内容の向上改善に資

するものであることから、健康調査及び検便検査の措置を講じた上で、当該施設内で喫食しても

差し支えないとされている。

⑴ 健康管理

ア 毎日の健康調査

ｱ 健康状態を毎日（休日、長期休業日も含む。）個人ごとに記録する。

ｲ 健康状態に異常がある場合は、衛生管理責任者等に速やかに報告する。なお、感染性胃

腸炎の疑いがある場合は、出勤せずに報告をするとともに、医療機関を受診する。加えて、

下痢、嘔吐を発症している場合は、医療機関の受診と併せて、高感度の検便検査（リアル

タイムＰＣＲ法、ＲＴ－ＰＣＲ法等。以下「高感度の検便検査」という。）を積極的に実

施するよう努める。校長等は、報告を受け適切な対応をとる（１０７ページ参照）。

ｳ 健康状態については、次の事項を確認する。

ａ 下痢をしていない。

ｂ 発熱、腹痛、嘔吐をしていない。

ｃ 本人や同居人（一緒に食事を喫食するなど同一の感染機会がある者。以下「同居人」

という。）に感染症又はその疑いはない。

ｄ 感染症又はその疑いがある場合は医療機関を受診している。

ｅ 手指・顔面に化膿性疾患及び外傷等がない。

イ 検便検査の実施

ｱ 定期の検便検査は、長期休業中も含め毎月２回以上実施する。

ｲ 定期の検便検査は、赤痢菌、サルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌血清型Ｏ１５７その他

必要な細菌等について実施する。

ｳ 学校給食従事者及び同居人が赤痢、コレラ等の常在国（外務省海外安全ホームページの

感染症危険情報に該当する地域）に渡航した場合は、それらに感染する危険性があるため、

帰国後は検便検査を実施する。検便検査の際には、渡航した国名を伝える。

ｴ 食品の配送及び配膳に携わる場合は、食品や食器具等を汚染する可能性があるため検便

検査を行う。

ｵ 地域の感染症に関する情報等を常に収集し、現在の流行状況を知り、それらの病原体の

検査を積極的に行う。ノロウイルスは、感染力が高いウイルスであり、特に学校給食では、

ノロウイルスの無症状病原体保有者による感染拡大が懸念される。検便によって病原体
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５ 検査・点検

⑴  食品の検査

【食品の微生物検査、理化学検査の検査項目（例）】

食 品 微 生 物 検 査 理 化 学 検 査

野菜

果物

大腸菌

腸管出血性大腸菌

残留農薬

（使用履歴により選択）

食肉（鶏、牛、豚）
サルモネラ、カンピロバクター

腸管出血性大腸菌

残留抗生物質

（使用履歴により選択）

食肉加工製品

（加熱食肉製品）

包装後加熱殺菌
大腸菌群

クロストリジウム属菌
食品添加物（発色剤、保

存料）
加熱殺菌後包装

（ハム、ソーセージ

等）

、サルモネラ

黄色ブドウ球菌

赤身の魚 ヒスタミン

魚肉練り製品（すり身除く） 大腸菌群 食品添加物（保存料）

冷凍食品

（加熱後摂取冷凍食品）

凍結直前加熱 細菌数、大腸菌群
残留農薬

凍結直前加熱以外 細菌数、

食鳥卵
殻付き卵（割卵後） 細菌数

殺菌液卵 細菌数、サルモネラ

豆腐等加工品 大腸菌群
残留農薬

（使用履歴により選択）

ア 学校給食の実施者である教育委員会等は、設置する学校について、計画を立て、登

録検査機関等に委託するなどにより、定期的に原材料及び加工食品について、微生物

検査、理化学検査を行う。なお、登録検査機関とは、食品衛生法（昭和２２年法律第

２３３号）第４条第９項に規定する登録検査機関をいう。

イ 検査の結果、不適格食品が確認された場合は、速やかに県教育委員会保健体育課に連

絡するとともに、必要に応じて所管の保健所へ連絡する。

ウ 県教育委員会保健体育課は市町村教育委員会と連携を図り、食品の検査結果を県内に

周知するなど適切な情報共有を図る。

⑵  調理器具、機材、施設及び食器具等の検査（種類と特徴）

種 類 特 徴 留 意 点

細

菌

検

査

拭

き

取

り

培

養

法

・洗浄・消毒後の調理器具や機材の表面の菌数

を定量的に把握できる。

・ピペット等の検査用器具が必要だが、高度な

専門的技術がなくても検査できる。

・算出した菌数によって洗浄や消毒の効果を評

価する。（管理基準値は食品衛生法で決めら

れていないため、各施設で設定する必要があ

る。日本スポーツ振興センターがこれまで実

施した調理室の検査データ等を利用する方法

もある。要注意の目安例は、調理場における

洗浄・消毒マニュアル Ⅱ ページ参照）

・洗浄前と洗浄後あるいは消

毒後に同一箇所を拭き取っ

て、洗浄・消毒効果を見るこ

ともできる。

・寒天培地で１～２日間培養

するために、迅速性に欠け

る。

調理場における洗浄・消毒マニュアル Ⅱｐ ～

ｱ 作業開始前及び用便後、汚染作業区域から非汚染作業区域に移動する場合は、学校給

食調理場における手洗いマニュアルの標準的な手洗い（２回洗い）を行う。

ｲ 食品に直接触れる作業に当たる直前、生の魚介類・食肉類、未殺菌の卵、調理前の野

菜類等に触れた後、他の食品や器具等に触れる場合は、学校給食調理場における手洗い

マニュアルの作業中の手洗いを行う。

⑶ 研修

ア 教育委員会等は、栄養教諭等の衛生管理に関する専門性の向上を図るため、新規採用時

及び 経験年数に応じた研修その他の研修の機会が確保されるよう努める。

イ 教育委員会等は、学校給食従事者を対象とした研修の機会が確保されるよう努める。ま

た、 非常勤職員も含め可能な限り全員が等しく研修を受講できるよう配慮する。

58

00116389_hb.indd   5800116389_hb.indd   58 2026/03/05   13:352026/03/05   13:35




